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『第三者行為による傷病届』の提出をお願いします

けがの原因は交通事故やけんかなど第三者が絡むものですか︖

いいえ

健康保険をご使用いただけます。
協会けんぽより負傷した原因について照会の文書を
送付する場合がございます。ご記入の上、速やかに
ご返送いただきますようご協力をお願いいたします。

《第三者行為による傷病とは》
～なぜ届け出が必要なの︖～

※お仕事中または、通勤中のけがの場合は原則健康保険はご使用できません。お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。

はい

健康保険をご使用いただけますが、
協会けんぽへ「第三者行為による傷病届」

の提出が必要となります。

相手がいる交通事故 暴力行為
他人が飼っている
ペットに噛まれたとき

オンラインで各種給付金の申請ができる電子申請がスタートします。電子申請は郵送に係る手間が
必要ないことや、申請後の処理状況がオンラインで確認できること等、メリットがたくさん︕

ぜひご利用ください。詳しくはこちらからご覧ください▶▶

2 0 26年１月13日より、電子申請がスタートします︕
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健康保険で治療を受けられた場合、協会けんぽが後日、加害者に対して治療費の請求をすることになりますが、
当事者だけで示談してしまうと、加害者への請求ができず、ご本人に請求する場合がありますので、
示談をする前に必ず協会けんぽへご連絡をお願いします。

第三者の行為によるケガ・病気の治療費は本来、
加害者が負担するべきものです。そのため、これらの
治療にあたり健康保険証を使用する場合は、本来相手
が払うべき治療費を協会けんぽが一時的に立て替え、
後日、加害者または損害保険会社等に請求します。

　株式会社　ＮＤＫ
テック情報　株式会社
　石原金属　株式会社

令和7年度
徳島県健康づくり推進活動功労者知事表彰

令和７年度　徳島県健康づくり推進活動功労者として、
協会けんぽ加入事業所が表彰されました！

受賞おめでとうございます︕
今後とも協会けんぽの保健事業へのご協力をお願いします。

　令和7年10月22日（水）、徳島県主催の「令和7年度　とくしま健康福祉のつどい」が
あわぎんホールにて行われ、県知事より表彰状が授与されました。



※確定申告（医療費控除）に関する問い合わせは税務署まで

〒770-8541 徳島市八百屋町2丁目11 ニッセイ徳島ビル7F 

HPはコチラ

◆定期接種の対象者︓小学校６年生～高校１年生相当の女子
詳細はお住まいの市町村へお問合せください。◆費用︓無料

子宮頸がんを HPV ワクチンで予防しましょう

「医療費のお知らせ」に関するお問い合わせ

（自動音声案内で３番をお選びください）協会けんぽ徳島支部　☎088-602-0250

協会けんぽでは加入者の皆さまにご自身の治療等にかかった医療費について確認していただくため、
「医療費のお知らせ」を年に一回発行しています。

《送付時期》 令和８年１月１３日から１月２３日にかけて順次、
事業所宛（任意継続被保険者については自宅宛）に発送します。

確定申告書等作成コーナーなら
金額等を入力するだけで
自動計算で申告書が完成︕

マイナポータル連携で
１年間分の医療費通知情報が
自動入力できる︕
※ ご利用には事前準備が必要です

 マイナンバーカードとパスワード
① 署名用電子証明書のパスワード

（英数字６～16文字）
② 利用者証明用電子証明書のパスワード

（数字４桁）
 マイナンバーカード読取対応のスマホ

ご用意いただくもの

「医療費控除」 は マイナンバーカード で e-Tax♪

医療費控除 Q & A
　国税庁ＨＰ「タックスアンサー」

マイナポータル連携
の詳細はこちら

代理人の設定を行うことで、
ご家族の医療費通知情報も
取得することができます︕

さらに

医療費控除に関する
手続についてはこちら

【国税局からのお知らせ】

事前準備の
詳細はこちら

マイナポータル連携を利用した
医療費控除についてはこちら

Point 01
子宮頸がんは
20～40代で発症する
割合が比較的高い
がんです。

Point 02
子宮頸がんの
50～90％をHPVワクチン
の接種で防ぐことができる
といわれています。

☆★医療費のお知らせの送付は今回を最後に終了します。★☆
ご自身の医療費情報の確認についてはマイナポータルをぜひご利用ください。

今後は希望される方からの依頼により送付する予定です。


